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附帯工作物調査算定要領【直轄版】 改正案（新旧対照表）
〔制定〕平成２４年３月３０日【現行】

〔直近改正〕平成２８年３月１１日【新】

新 旧（現行）

附帯工作物調査算定要領 附帯工作物調査算定要領

第１章 総 則 第１章 総 則

（適用範囲） （適用範囲）

１条 この要領は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針（平成 15年8月5 １条 この要領は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針（平成 15年8月5

日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知）第１６第２項に規定する工 作物の移転料のうち、 日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知）第１６第２項に規定する工 作物の移転料のうち、

附帯工作物の移転料に係る調査算定に適用するものとする。 附帯工作物の移転料に係る調査算定に適用するものとする。

前項の附帯工作物は、次表に区分する工作物のうち、附帯工作物の項に掲げるものをいう。 前項の附帯工作物は、次表に区分する工作物のうち、附帯工作物の項に掲げるものをいう。

工作物区分 判 断 基 準 工作物区分 判 断 基 準

機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、 機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、

又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理 又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理

施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以 施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以

外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線 外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線

及び機器類を含む。 及び機器類を含む。

生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっている 生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっている

もの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示する もの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示する

もの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と もの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と

認められるものを除く。 認められるものを除く。

Ａ 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの Ａ 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの

園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設
備を含む｡)､牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設 備を含む｡)､牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設
等 等

Ｂ 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要な Ｂ 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要な

もの もの
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テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール

搬送機又はボール洗 い機等を含む。）、自動車練習場の 搬送機又はボール洗 い機等を含む。）、自動車練習場の

コース、遊園地（公共的な公園及び当該 施設に附帯す コース、遊園地（公共的な公園及び当該 施設に附帯す

る駐車場を含む。）、釣り堀、貯木場等 る駐車場を含む。）、釣り堀、貯木場等

Ｃ 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係 Ｃ 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係

わらないが、間接的 に必要となるもの わらないが、間接的 に必要となるもの

工場等の貯水池、浄水池（調整池、沈澱池を含む。）、 工場等の貯水池、浄水池（調整池、沈澱池を含む。）、

駐車場、運動場等の 厚生施設等 駐車場、運動場等の 厚生施設等

Ｄ 上記ＡからＣまでに例示するもの以外で次に例示す Ｄ 上記ＡからＣまでに例示するもの以外で次に例示す

るもの るもの

コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽 コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽

又は浄水槽、鉄塔、 送電設備、飼料用サイロ、用水堰、 又は浄水槽、鉄塔、 送電設備、飼料用サイロ、用水堰、

橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭 焼釜等 橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭 焼釜等

附帯工作物 建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべての 附帯工作物 建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべての

ものをいい、主として次に例示するものをいう。 ものをいい、主として次に例示するものをいう。

門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、

敷石、敷地内排水設備、 給・排水設備、ガス設備、物干 敷石、敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・

台(柱)、池等 排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等

庭 園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されてお 庭 園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されてお

り、総合的美的景観が形成されているものをいう。 り、総合的美的景観が形成されているものをいう。

墳 墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれ 墳 墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれ

と同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬 と同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬

し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工 し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工

作物及び立竹木を含む。 作物及び立竹木を含む。

（図 面） （図 面）

第５条 第５条

７ 配置図は、建物移転料算定要領（平成28年３月11日国土用第76号）別添一木造建物調査積 ７ 配置図は、木造建物調査積算要領（平成24年３月30日国土用第46号）別添１木造建物図面 作成

算要領別添１木造建物図面作成基準（別表）又は別添二非木造建物調査積算要領別添１非木造建 基準（別表）又は非木造建物調査積算要領（平成24年３月３０日国土用第47号）別添１非 木造建物

物図面作成基準（別表）の配置図の項に掲げるとおりとする。 図面作成基準（別表）の配置図の項に掲げるとおりとする。
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（補償額の算定） （補償額の算定）

第７条 第７条

５ 解体処分費は、次に掲げる費用の合計額とし、各費用の計上方法は当該各号に定めるところ ５ 解体処分費は、次に掲げる費用の合計額とし、各費用の計上方法は当該各号に定めるところ

による。 による。

二 廃材運搬費 廃材処分場までの廃材の運搬費を計上する。 二 廃材運搬費 附帯工作物の所在地から廃材処分場までの廃材の運搬費を計上する。


